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　平成29年4月に改正された法律※に基づき、令和2年4月に新たな検査制度が施行
（本格運用）されました。
　新たな検査制度において、原子力規制庁は、事業者が自ら改善活動を積極的かつ
的確に運用することを求めた上で「原子力規制検査」を行い、事業者の弱点や懸念点
などに注視して監督を行います。こうして、事業者自らの気付きと原子力規制庁の
「原子力規制検査」による気付きの双方が改善活動の契機となり、原子力施設が「安
全上の影響が大きい事象」に至る前に、改善に結びつくことを目的とされています。

※「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

（１）経　緯
　法律に基づく検査制度は何度も見直されてきましたが、福島第一原子力発電所
事故後には、事故の教訓を踏まえた更なる検査制度の見直しの必要性が出てい
ました。加えて平成28年には、国際原子力機関（IAEA）から日本の原子力規制に
関する指摘もありました。
　これらを受けて、原子力規制委員会は検査制度の抜本的な見直しを行い、平成
29年4月に法律の改正、試運用期間を経て、令和2年4月に新たな検査制度の本
格運用が開始されました。

（２）原子力規制検査の概要

原子力規制検査８
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原子力規制検査８

年度

R2

R3

四半期

4

3

号機

3、4号機

3号機

指摘内容

海水管トレンチエリアのプルボックス内に
設けられた煙感知器の設置方法の不備
鉛遮蔽板の設置に伴う1次冷却材モニタの
指示値低下

重要度／
深刻度
　 ／
SL Ⅳ
　 ／
SL Ⅳ

（３）玄海原子力発電所の検査結果
　原子力規制検査の結果は、四半期ごとに取りまとめられ、検査を受けた事業
者に通知されるとともに、原子力規制委員会のホームページ等を通じて公表さ
れています。
　令和４年度の玄海原子力発電所の検査結果において、検査指摘事項等はあり
ませんでした。また、安全活動に係る実績を示す指標（安全実績指標）につい
ては、年間を通じて安全確保の機能又は性能に影響のない状態（ 　）でした。
　なお、令和４年度の玄海原子力発電所における原子力規制検査は、日常検査
が180サンプル、チーム検査が22件実施されました。

■玄海原子力発電所におけるこれまでの指摘事項

重要度：検査指摘事項が原子力安全に及ぼす影響について評価を行い、重要度の低い
ものから、　 、　 、　 、　 の４つに分類する。
　は、安全確保の機能・性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さなも
のであり、事業者の是正プログラムにより改善すべき水準。

深刻度：法令違反等が特定された検査指摘事項について、意図的な不正行為の有無、
原子力規制委員会の規制活動への影響等を踏まえて、４段階（高い方からⅠ
～Ⅳ）の深刻度レベル（SL:Severity Level）により評価する。
SL Ⅳは原子力安全上又は核物質防護上の影響が限定的であるもの、又はそうし
た状況になり得たもの。

緑

緑

緑

緑

緑

白 黄 赤
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